
 令和6年度税制改正⼤綱に沿った国税の法改正により、6⽉以降最初に

⽀払う給与等の源泉徴収を⾏う際から、定額減税を⾏う事となります。

 本説明会では、定額減税の対象者となる条件、計算⽅法、事務⼿続き

の詳細など網羅的に学ぶことができます。

この機会に是⾮ご参加下さい。
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